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柔道整復療養費の令和８年度料金改定（案）① 〔令和８年７月１日施行〕

○柔整療養費の改定率 ＋0.60%（令和８年度診療報酬改定における医科の改定率+0.28％及び経済・物価動向等を踏まえ、政府において決定）

１．初検料、再検料の在り方の見直し

①初検料の引上げ及び算定ルールの見直し

⚫ 初検料について、10円引き上げ、「1回当たり1,560円」に改定するとともに、患者の特性等を初めて見極めるという行為
を中心に評価しているものであり、施術に係る料金については別途算定できることを踏まえ、他部位での施術を含め施術継
続中である場合や、施術の終了又は中止後３月（歴月）が経過していない場合には算定できないこととする。

⚫ この場合において、施術の終了又は中止後１月（歴月）以上３月（歴月）以内において行われた施術については、再検料を
算定できることとする。

②再検料の算定回数の拡大

⚫ 再検料について、10円引き上げ、「1回当たり420円」に改定するとともに、継続的な見立てを評価する観点から、上記に
より再検料を算定する場合も含め、連続する２回の施術について算定できることとする。

③その他の規定の整理

⚫ 初検料のみを算定し、他の療養費の施術の請求や自費施術を行うことは認めないこととする等、初検料の算定に関する規定
を整理する。

○初検・再検や施術といった、柔道整復師の基本となる行為に対する体系的な評価を進めるとともに、施術者と患者
の情報共有を促進するため、明細書の発行を推進するための措置を講ずる。あわせて、現下の物価高騰に対応する
等の観点から、所要の料金項目を引き上げる。

令和８年度料金改定に関する基本的な考え方（案）
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２．施術に関する料金及び算定ルールの見直し

①施療料の引上げ

⚫ 施療料（打撲及び捻挫に対する初回の施術）について、10円引き上げ、「1回当たり770円」に改定する。

②後療料等の引上げ及び２部位目の施術に係る逓減の導入

⚫ 後療料（打撲及び捻挫）について、大幅に引き上げ（45円）、「1回当たり550円」に改定するとともに、一連の施術とし
て評価を行う観点から、３部位目の60％逓減に加え、２部位目の施術について80％の逓減を行う体系とする。（温罨法料
等を含む）



３．温罨法料、冷罨法料及び電療料の見直し

①温罨法料及び冷罨法料の見直し

⚫ 温罨法料の料金を5円引き上げ「1回当たり80円」に改定する一方、冷罨法料の料金を5円引き下げ「1回当たり80円」に改
定し、料金を同一とする。

②電療料の引上げ

⚫ 電療料について、温罨法料等との料金格差を縮減する観点から、前回改定を上回る形で料金を引き上げ（13円）、「1回当
たり46円」に改定する。

※温罨法料、冷罨法料及び電療料についても、２部位目について逓減を行う。

４．明細書発行の推進等

明細書について、施術の透明化や患者への情報提供の観点から、以下のとおり見直しを行う。

①明細書発行体制加算の見直し

⚫ 明細書発行体制加算について、名称を「明細書発行加算」に見直し、明細書を発行した場合には「1回当たり10円」の加算
が算定できる取扱いとする。

⚫ 明細書は患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することを原則とするが、患者の求めに応じて１か月単
位でまとめて交付することも引き続き認められることとする。この場合において、患者の求めを起点としていることを確認
するための措置を講じる。

②明細書への負傷名又は施術部位の記載の追加

⚫ 明細書に負傷名又は施術した部位を記載する欄を設ける等、様式の整備を行う。

③その他

⚫ 保険者による被保険者等への照会（いわゆる「患者照会」）について、明細書の発行推進・様式の見直しに併せ、その手法
について所要の整備を行う。

柔道整復療養費の令和８年度料金改定（案）② 〔令和８年７月１日施行〕
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４③追記



（参考）明細書への負傷名又は負傷部位記載のイメージ①
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○新たに「負傷名又は負傷部位」欄を設け、療養費支給申請書と同じ内容を記載する場合の明細書イメージ



（参考）明細書への負傷名又は負傷部位記載のイメージ②
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のカッコ書き



（参考）患者が明細書を１月まとめで希望することを確認するための様式のイメージ
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体裁修正



柔道整復療養費の令和８年度料金改定（案）③ 〔令和８年７月１日施行〕
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５．その他のルールの見直し

①自己施術・自家施術について

⚫ 自己施術、自家施術については、療養費の支給対象外であることを明確化する。

②患者ごとの償還払いへの変更が認められる事例の見直し等

⚫ ①に伴い、患者ごとの償還払いへの変更が認められる事例について、自己施術、自家施術を除外する。

⚫ 異なる負傷の同時又は断続的な発生により、結果として施術期間が長く施術部位数が多い患者について追加する。具体的には、
直近１年間に通算８か月以上かつ通算９部位以上の施術を受けている患者を対象とする。あわせて、当該項目を柔整審査委員
会における重点審査項目に位置づける。

⚫ 患者ごとの償還払いへの変更手続きについて、その一部を迅速に行えるよう規定を整理する。

⚫ 償還払いに変更された患者が受領委任払いを再開する際の手続きについても整理を行う。



柔道整復療養費の令和８年度料金改定（案）④ 〔令和８年７月１日施行〕
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６．引き続きの検討事項

⚫ 令和８年度料金改定における見直しにより、施術の態様がどのように変化するかについて動向を把握しつつ、今後の改定にお
いても体系的な評価を行うよう検討する。その際、たとえば以下の事項について、引き続き検討するとともに必要な対応を実
施することとする。

• ２部位も含めた複数部位の施術、特に、請求のほとんどが２部位以上であるような施術所における施術について、調査方法
等を検討した上で、実態を把握する。また、近接部位の算定方法について、算定可能な場合、算定できない場合等の例示の
内容等を含め、見直しを行うことについて検討する。

• 温罨法料、冷罨法料及び電療料について、その算定期間を見直すためにはエビデンスが必要とされていることから、引き続
き議論を行う。また、施術部位とこれら項目の算定状況との関係について、調査方法等を検討した上で、実態を把握する。

• 患者の求めに応じて１か月単位で明細書を発行している事例について、患者にも自らが受けた施術の内容について、都度理
解してもらうことの重要性の観点から、引き続きその在り方について検討する。

• 患者ごとの償還払いへの変更の対象に追加された直近１年間に通算８か月以上かつ通算９部位以上の施術を受けている患者
という基準の在り方について、今後の動向や患者の状態に応じた必要な施術の確保といった観点も踏まえつつ検討する。

• 費用逓減及び患者ごとの償還払いへの変更の対象となる「長期かつ頻回な施術」の基準の在り方について検討する。

• 施術管理者の要件となる実務経験の期間が現在３年とされていることについて、資質を担保するために必要な具体的業務等
の在り方やあわせて求められている研修の内容の充実を図ることにより短縮することについて検討する。

• 今回の改定を含めこれまで行われてきた明細書発行の推進や、患者ごとの償還払いへの変更が認められる事例の見直し等の
適正化に係る対応による状況の変化、今後の改定における対応を踏まえつつ、必要に応じ保険者単位の償還払いへの変更に
ついて検討を行う。



柔道整復療養費の料金改定（案）について（令和８年７月～）

初回 2回目・3回目 4回目以降

施術の内容や部位数
によらないもの

・初検料（1,550円）→（1,560円）
（時間外、夜間、休日の加算あり）

※施術終了又は中止後3月（歴月）が経過していない
場合は算定できない（１月以上経過している場合に
は再検料を算定可能）

・初検時相談支援料（100円）

・再検料（410円）→（420円）
※連続する２回の施術について算定可

・往療料 （2,300円）、（4㎞超2,550円）

・明細書発行加算（10円）※明細書を無償で患者に交付した場合、毎回算定可能

施術の内容や部位数
によるもの

・整復料（骨折）
（5,500円～11,800円）

・後療料（850円）
※3部位以上は60％逓減の対象

・固定料（不全骨折）
（3,900円～9,500円）

・後療料（720円）
※3部位以上は60％逓減の対象

・整復料（脱臼）
（2,600円～9,300円）

・後療料（720円）
※3部位以上は60％、5か月超の長期は75％逓減の対象、5か月
超の長期かつ１月当たり10回以上の頻回は50％逓減の対象

・施療料（打撲、捻挫）
（760円）→（770円）

・後療料（505円）→（550円）
※2部位目は80%、3部位以上は60％、5か月超の長期は75％
逓減の対象、5か月超の長期かつ１月当たり10回以上の頻回は
50％逓減の対象

・冷罨法料（85円）→（80円）、温罨法料（75円）→（80円）、電療料（33円）→（46円）
※2部位目は80％、3部位以上は60％逓減の対象。これとは別に5か月超の長期は75％逓減の対象、5か月超の長期かつ１

月当たり10回以上の頻回は50％逓減の対象

・骨折、脱臼、不全骨折の固定のための金属副子等を使用した場合の加算
3回まで（1,000円）

・柔道整復運動後療料（骨折、脱臼、不全骨折）
（320円）

・骨折、脱臼、不全骨折の応急施療を行った後の保
険医療機関への文書による患者紹介を行った場合の
情報提供料（1,000円） 8



過去の療養費料金改定の改定率について

療養費 〔参考〕診療報酬（医科）

改定年月 柔道整復 あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ はり・きゅう 改定年月 医科

平成２８年１０月 ０．２８% ０．２８% ０．２８% 平成２８年４月 ０．５６%

平成３０年６月 ０．３２% ０．３２% ０．３２% 平成３０年４月 ０．６３%

令和元年１０月
（消費税率引上げに

伴う改定
０．４４%）

（消費税率引上げに
伴う改定
０．４４%）

（消費税率引上げに
伴う改定
０．４４%）

令和元年１０月
（消費税率引上げに
伴う改定 本体+薬価

０．８８%）

令和２年６月 ０．２７%
令和2年12月に改定

０．２７%

令和2年12月に改定
０．２７%

令和２年４月 ０．５３%

令和４年６月 ０．１３% ０．１３% ０．１３% 令和４年４月 ０．２６%

令和６年６月 ０．２６％ ０．２６％ ０．２６％ 令和６年６月 ０．５２%

令和８年７月 ０．１４％ ０．１４％ ０．１４％ 令和８年６月 ０．２８%

参考

9上記のほか物価上昇への対応分として、それぞれ＋０．４６％を上乗せする。
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